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株主各位

証券コード　7749
2025年６月6日

株 主 各 位
東京都文京区湯島一丁目 1 3 番２号
メ デ ィ キ ッ ト 株 式 会 社

代表取締役社長 景 山 洋 二

【当社ウェブサイト】
http://www.medikit.co.jp/ir/

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/7749/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第42期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。
さて、当社第42期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご案内申しあ
げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、
いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「メディキット」又は
「コード」に当社証券コード「7749」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に
選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年6月25日（水曜日）午
後5時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
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株主各位

１．日 時 2025年６月26日（木曜日）午前10時
２．場 所 東京都文京区湯島一丁目７番５号

東京ガーデンパレス　２階　高千穂の間
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第42期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告、連結計算書

類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第42期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役6名選任の件
第３号議案 監査役1名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の
表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

［インターネットによる議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、本招
集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワー
ド」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力く
ださい。
　インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使のご
案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

［書面（郵送）による議決権行使の場合］
　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返
送ください。

敬　具

記

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申
しあげます。
なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおい

て、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
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議決権についてのご案内

株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時
　 2025年6月26日（木曜日）午前10時

書面（郵送）で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函く
ださい。

行使期限
　 2025年6月25日（水曜日）午後5時30分到着分まで

インターネットで議決権を行使される場合

パソコン又はスマートフォンから議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にア
クセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」
をご入力いただき、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

行使期限
　 2025年6月25日（水曜日）午後5時30分入力完了分まで

議決権行使についてのご案内
議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。

※ 書面（郵送）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効
として取り扱わせていただきます。

※ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
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議決権についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力す
ることなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）
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当事業年度の事業の状況

（2024年４月 1 日から）2025年３月31日まで

（提供書面）

事　　業　　報　　告

１. 企業集団の現況
⑴ 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の増加など
を背景に、内需を中心に景気は緩やかな回復基調となりました。一方で、資源・エネルギー高や
物価上昇による消費への影響懸念、為替の急激な変動、地政学的リスクの高まり、米国の通商政
策の動向などにより、依然として先行きは不透明な状況が継続しております。
　当社グループの属する医療関連業界におきましては、医療現場においては手術件数や検査件数
がコロナ禍前の水準に回復する動きが見られる一方、物資の高騰や医療従事者の慢性的な人手不
足等の影響により、医療関連業界を取り巻く環境は引き続き厳しい状況が続いております。
　このような中、当社グループは2024年５月にそれまでの中期経営計画（2021年12月公表。
「当初中計」)の見直しを行い、「中期経営計画“NEXT 300 Neo”」を策定、公表しており、その
達成にむけグループ一丸となって取り組んでおります。
　国内においては、人工透析類では針刺し防止機構付き止血弁内蔵透析用留置針「ハッピーキャ
スProFlex」、静脈留置針類では針刺し防止機構付き留置針「スーパーキャス５」並びに「スーパ
ーキャス７」等の販売・普及に努めるとともに、インターベンション類では、スーパーシース
「スーパーシースCoat Plus」、不整脈治療用のブレイデッドシース「AbRoad STOUT」及びス
ティーラブルシース「AbRoad FLEX」の販売拡大に努めました。
　2022年12月に買収した株式会社Bolt Medicalが開発し、2024年６月に国内製造販売承認を取
得した脳血管用誘導補助器具「Medilizer AGD システム」については、2025年３月１日付けで
保険収載され販売を開始しております。また2024年12月には国内市場における血栓除去システ
ムに関し米国企業とパートナーシップを組むとともに、2025年４月にはアンティリークⓇ事業の
国内販売全般に関し事業を承継する契約を締結しております。
　海外においては、ボストン・サイエンティフィック社との販売契約が2024年３月をもって終
了した影響によりインターベンション類は減収となりましたが、2025年３月に欧米市場におけ
るシースイントロデューサーの販売に関し朝日インテック社との間で販売契約を締結しておりま
す。また、国内で高い評価をいただいております透析針、静脈留置針等についても引き続き積極
的なプロモーションに努めてまいりました。
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当事業年度の事業の状況

品目 売上高（百万円） 構成比（％） 増減率（％）

人工透析類 7,981 35.4 4.7
静脈留置針類 7,412 32.9 8.4
インターベンション類 7,148 31.7 △3.1
その他 11 0.0 14.6
計 22,553 100.0 3.2

　上記の結果、当連結会計年度の業績は、売上高22,553百万円（前期比3.2％増）、営業利益は、
製造原価の上昇等により4,486百万円（同4.1％減）、経常利益4,658百万円（同2.6％減）、親会社
株主に帰属する当期純利益3,013百万円（同1.8％減）となりました。

当社の商品区分である品目別の売上高は以下のとおりであります。
　人工透析類におきましては、7,981百万円（前期比4.7％増）となりました。静脈留置針類にお
きましては、7,412百万円（同8.4％増）となりました。インターベンション類におきましては、
7,148百万円（同3.1％減）、となりました。
　なお、当社グループは、医療機器の製造・販売事業の単一セグメントであるため、セグメント
情報の記載を省略しております。

② 設備投資の状況
当連結会計年度における設備投資の総額は4,441百万円であり、その主なものは日向第二工

場増設及び日向第三工場新設、並びに生産設備の取得であります。

③ 資金調達の状況
当連結会計年度に実施しました設備投資の資金は、自己資金を充当しました。
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財産及び損益の状況

区　分 第　39　期
2022年３月期

第　40　期
2023年３月期

第　41　期
2024年３月期

第　42　期
(当連結会計年度)
2025年３月期

売 上 高 (千円) 20,130,697 21,607,233 21,850,545 22,553,238
経 常 利 益 (千円) 4,548,922 4,177,707 4,781,660 4,658,447
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 (千円) 2,993,017 2,864,589 3,069,466 3,013,544

１株当たり当期純利益 ( 円 ) 178.14 170.67 187.95 204.55
総 資 産 (千円) 51,057,894 53,186,344 50,999,470 52,470,812
純 資 産 (千円) 45,772,317 47,291,981 44,128,537 45,156,021
１株当たり純資産額 ( 円 ) 2,728.04 2,817.20 2,982.56 3,089.58

⑵ 財産及び損益の状況
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重要な親会社及び子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社議決権比率 主 な 事 業 内 容
東 郷 メ デ ィ キ ッ ト 株 式 会 社 90百万円 100.0％ 医 療 機 器 製 造
Medikit Vietnam Co.,Ltd. 1,100万米ドル 100.0％ 医 療 機 器 製 造
株 式 会 社 B o l t  M e d i c a l 10百万円 100.0％ 医療機器の研究・開発・製造
Med i k i t  Eu r ope  GmbH 25,000ユーロ 100.0％ 医 療 機 器 販 売

特 定 完 全 子 会 社 の 名 称 東郷メディキット株式会社
特 定 完 全 子 会 社 の 住 所 東京都文京区湯島一丁目13番２号
当社及び当社の完全子会社における特定完全子会社
の 株 式 の 帳 簿 価 額 9,215百万円

当 社 の 総 資 産 額 28,514百万円

⑶ 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

（注）１. 議決権比率は間接保有を含んでおります。
２. Medikit Europe GmbHは重要性が増したため、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
３. 当事業年度の末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。
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対処すべき課題

⑷ 対処すべき課題
　当社グループは、医療機器メーカーとして安全性をすべての土台としつつ、成長性と収益性の
向上に取り組んでおります。

　2024年５月に公表いたしました2028年度（2029年３月期）までの新中期経営計画“NEXT 
300 Neo”では、2029年３月期に売上高290～320億円、売上高年平均成長率5.5～8.5％、営業
利益率18％程度を指標及び目標としております。

　これらの数値目標を達成するため、以下の３点を重点課題として取り組んでまいります。
１．インターベンションを中心に自社製品の開発を進めると共に、ストラテジックな取り組み等

を通じ、付加価値の高い製品の提供に努めます。
２．海外展開は、欧米市場および中国市場を中心に、従来以上に販売を強化します。
３．生産においては効率性を更に高め、原価の低減に取り組みます。

　また、当社グループでは、短中長期の経営戦略における重要な検討課題として、１）医療を通
じた社会への貢献、２）多様な人財が活躍できる職場づくり、３）経営基盤の強化、４）環境負
荷の低減、５）地域社会への貢献、の５つの「マテリアリティ（重要課題）」を特定しておりま
す。
　今後とも、各マテリアリティの取り組みを推進し、持続可能な社会の実現に貢献するととも
に、企業価値の向上に努めてまいります。
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主要な事業内容

品 目 区 分 主 要 製 品 名
人 工 透 析 類 人工透析用留置針 ハッピーキャス、ハッピーキャスＣＬｓ等

静 脈 留 置 針 類 静脈留置針 スーパーキャス、スーパーキャス
（安全機構付）

インターベンション類
イントロデューサー スーパーシース、インサートシース等
血管造影用カテーテル メディキット血管造影カテーテル

⑸ 主要な事業内容（2025年３月31日現在）
当社グループは、主として血管・血液に関する分野の医療機器を開発・製造・販売しておりま
す。具体的な品目としましては、人工透析用留置針を中心とする人工透析類、輸血・輸液等に使
用する静脈留置針類と血管造影、血管内治療に用いるインターベンション類であります。
単一セグメントのため、主な品目別の主要製品は次のとおりであります。
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主要な営業所及び工場、使用人の状況

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地
本 社 ・ 東 京 営 業 所 東京都文京区 名 古 屋 営 業 所 名古屋市東区
札 幌 営 業 所 札幌市北区 京 都 営 業 所 京都市下京区
仙 台 営 業 所 仙台市青葉区 関 西 営 業 所 大阪市中央区
埼 玉 営 業 所 さいたま市大宮区 神 戸 営 業 所 神戸市中央区
千 葉 営 業 所 千葉市稲毛区 広 島 営 業 所 広島市中区
横 浜 営 業 所 横浜市港北区 福 岡 営 業 所 福岡市博多区
東 郷 メ デ ィ キ ッ ト ㈱ 日向工場・日向第二工場：宮崎県日向市
Medikit Vietnam Co.,Ltd. ベトナム　ハイフォン市
㈱ B o l t  M e d i c a l 東京都千代田区
Med i k i t  Eu r ope  GmbH ドイツ連邦共和国ヘッセン州フランクフルト市

⑹ 主要な営業所及び工場（2025年３月31日現在）

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減
989（309）名 23（４）名

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
178（17）名 1（１）名 40.0歳 13.9年

⑺ 使用人の状況（2025年３月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

（注）１．使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しており
ます。

２．当社グループは、医療機器の製造・販売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省
略しております。

② 当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま
す。
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① 発行可能株式総数 67,520,000株
② 発行済株式の総数 15,880,000株
③ 株主数 1,681名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 式 会 社 ナ カ ジ マ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 5,341,000株 36.54％
G O L D M A N ,  S A C H S  &  C O .  R E G
（常任代理人　ゴールドマン・サックス証券株式会社） 1,374,080 9.40

N O R T H E R N  T R U S T  C O .  （ A V F C ）
R E  F I D E L I T Y  F U N D S
（ 常 任 代 理 人 　 香 港 上 海 銀 行 東 京 支 店 ）

950,600 6.50

G O L D M A N  S A C H S  I N T E R N A T I O N A L
（常任代理人　ゴールドマン・サックス証券株式会社） 892,300 6.11

中 島 　 崇 847,200 5.80
一 般 財 団 法 人 中 島 育 英 奨 学 会 600,000 4.11
中 島 弘 子 535,000 3.66
S T A T E 　 Ｓ T R E E T 　 B A N K 　 A N D 　 T R U S T　
C O M P A N Y 　 5 0 5 0 0 1
（ 常 任 代 理 人 　 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 決 済 営 業 部 ）

466,308 3.19

栗 田 一 江 462,000 3.16
N O R T H E R N  T R U S T  C O .  （ A V F C ）
R E  N O N  T R E A T Y  C L I E N T S  A C C O U N T
（ 常 任 代 理 人 　 香 港 上 海 銀 行 東 京 支 店 ）

412,700 2.82

２. 会社の現況
⑴ 株式の状況（2025年３月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）１. 当社は、自己株式を1,264,393株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
　 当社は、2022年６月29日開催の第39期定時株主総会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬

制度を導入しております。これを受け、2024年６月26日開催の取締役会において、譲渡制
限付株式報酬としての自己株式の処分を決議し、取締役(社外取締役を除く。)４名に対し自
己株式8,800株の処分を行っております。

－ 12 －
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⑥ その他株式に関する重要な事項
イ．自己株式の取得
　　2024年11月11日開催の取締役会決議により、以下のとおり自己株式を取得いたしまし

た。
　　　取得した株式の種類及び総数　　　普通株式　193,700株
　　　取得価額の総額　　　　　　　　　549百万円
　　　取得した期間　　　　　　　　　　2024年11月12日から2025年2月28日まで

ロ．自己株式の消却
　　2025年２月10日開催の取締役会決議により、以下のとおり自己株式を消却いたしまし
　　た。
　　　消却した株式の種類及び総数　　　普通株式　2,000,000株
　　　自己株式消却額　　　　　　　　　4,023百万円
　　　消却した日　　　　　　　　　　　2025年２月26日

－ 13 －
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⑵ 新株予約権等の状況
該当事項はありません。

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 等
代 表 取 締 役 社 長 景 山 洋 二

取 締 役 副 社 長 中 島 　 崇 東郷メディキット株式会社代表取締役社長
管理部門担当

取 締 役 堀 之 内 　 　 　 広 営業管理部担当　薬事/教育担当
取 締 役 中 島 史 博 経営企画担当
取 締 役 吉 田 安 幸

取 締 役 大 瀧 敦 子
石本哲敏法律事務所
株式会社JMホールディングス社外取締役
ナラサキ産業株式会社社外監査役

常 勤 監 査 役 金 子 尚 道

監 査 役 大 島 秀 二
大島秀二公認会計士事務所代表
公認会計士・税理士
株式会社協和コンサルタンツ社外取締役

監 査 役 吉 田 福 一

⑶ 会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2025年３月31日現在）

（注）１. 取締役吉田安幸氏及び同大瀧敦子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２. 監査役大島秀二氏及び同吉田福一氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役大瀧敦子氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有す

るものであります。
４. 監査役大島秀二氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知

見を有するものであります。
５．監査役吉田福一氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するも

のであります。
６. 当社は、取締役吉田安幸氏及び同大瀧敦子氏、監査役大島秀二氏及び同吉田福一氏を東京証券取引所

の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

② 事業年度中に辞任又は解任された取締役及び監査役
該当事項はありません。

－ 14 －
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③ 責任限定契約の内容の概要
当社は社外取締役吉田安幸氏及び同大瀧敦子氏、社外監査役大島秀二氏及び同吉田福一氏と

の間で、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任
を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任額は、同法第425条第１項に
規定する額を責任限度額としております。

④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追
及に係る請求を受けることによって生ずる損害について填補することとしております。

当該保険契約の被保険者は、取締役及び監査役であり、全ての被保険者について、その保険
料を会社が全額負担しております。

⑤ 取締役及び監査役の報酬等
イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2022年６月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかか
る決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決
定方法及び決定された報酬等は、取締役会において代表取締役社長に委任することを決議した
うえで、代表取締役社長が最終決定しており、実質的には、取締役会で決議された決定方針に
沿ったものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

１. 基本方針
当社の取締役の報酬は、持続的な成長及び企業価値の向上に資するために、適正な範囲に

おいて、各人の職責及び貢献度を踏まえたやりがいの持てる水準とすることを基本方針とし
ております。

－ 15 －
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２. 取締役（及び監査役）の報酬の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する
方針

①　報酬の種類は、金銭による月例の固定報酬、及び非金銭報酬として支給する譲渡制限付
株式報酬としております。ただし、社外取締役（及び監査役）については、金銭による月
例の固定報酬のみとしております。

②　取締役の個別の報酬額のうち、金銭による月例の固定報酬については、株主総会で決議
された限度額の範囲内において、取締役会が基本的な枠組みを決議するとともに、その枠
組みの範囲内で決定することを代表取締役社長に委任し、委任を受けた代表取締役社長
が、個々の取締役の役位、職責、当社の業績等を総合的に勘案したうえで、決定するもの
としております。

③　社外取締役を除く取締役に対して支給する譲渡制限付株式報酬については、当社の企業価
　値の持続的な向上を図るインセンティブ付与及び株主との一層の価値共有を進めることを目
　的としており、株主総会において上記②の金銭による月例の固定報酬とは別枠で承認を得た
　限度額の範囲内において、取締役会が決議した各対象取締役への割当株式数に基づき、譲渡
　制限付株式付与のために各対象取締役に支給する金銭債権の額及びその支給時期を取締役会
　が決定するものとしております。

④　監査役の個別の報酬額については、その金銭による月例の固定報酬額を、株主総会で決
議された限度額の範囲内において、監査役の協議によって決定するものとしております。

⑤　役員退職慰労金については、2017年６月29日開催の第34期定時株主総会において役員退
職慰労金制度の廃止及び打切り支給を決議しており、（制度廃止後の役員在任期間に係
る）役員退職慰労金は支給しないこととなっております。
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３. 取締役及び監査役に対し報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針
①　金銭による固定報酬は、事業年度ごとに一定金額を定めることとし、毎年６月開催の定

時株主総会終了後、取締役については、その後直ちに行われる取締役会で上記２.②の基本
的な枠組み及びその枠組みの範囲内での代表取締役社長への委任を決議し、その後速やか
に代表取締役社長が決定し、監査役については、定時株主総会終了後直ちに監査役の協議
によりこれを決定するものとしております。また、金銭による固定報酬の支払いは暦月計
算とし、従業員給与の支給日と同日の毎月25日（25日が休業日の場合は前営業日）に支給
しております。

②　譲渡制限付株式報酬の支払いは年度計算とし、毎年、一定の時期に支給しております。

４. 金銭による月例の固定報酬及び譲渡制限付株式報酬の割合の決定に関する方針
①　社外取締役を除く取締役（譲渡制限付株式報酬の支給対象となる取締役）の報酬に関

し、金銭による月例の固定報酬と譲渡制限付株式報酬の構成割合につきましては、健全な
インセンティブとして機能するように適切な支給割合を決定します。

②　社外取締役及び監査役の報酬については、金銭による月例の固定報酬のみで構成されて
おります。
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区 分 報酬等の総額
（千円）

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 （ 千 円 ） 対象となる
役員の員数

（名）固定報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等
取 締 役
（うち社外取締役）

87,343
（7,499）

63,912
（7,499）

-
（-）

23,430
（-）

６
（２）

監 査 役
（うち社外監査役）

12,774
（5,549）

12,774
（5,549）

-
（-）

-
（-）

３
（２）

合 計
（うち社外役員）

100,118
（13,049）

76,687
（13,049）

-
（-）

23,430
（-）

９
（４）

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１. 取締役の金銭報酬の額は、2015年６月26日開催の第32期定時株主総会において年額300百万円以内
（ただし、使用人分給与は含まない）、うち社外取締役分20百万円以内と決議いただいております。
当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は、10名（うち社外取締役１名）です。また、金銭報酬と
は別枠で、2022年６月29日開催の第39期定時株主総会において、株式報酬の額として年額100百万
円以内、株式数の上限を年40,000株以内（社外取締役は付与対象外）と決議しております。当該定
時株主総会終結時点の対象取締役の員数は、４名です。

２. 監査役の金銭報酬の額は、2003年６月27日開催の第20期定時株主総会において年額30百万円以内と
決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は、１名です。

３. 子会社の役員を兼務する取締役１名については、子会社から報酬等を支給しております。
４. 当社は、2017年６月29日開催の第34期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止

し、取締役９名に対し総額1,300百万円を上限として役員退職慰労金を打切り支給することとし、そ
の支給の時期は、取締役を退任する時とすることを決議いたしております。なお、これらの金額に
は、過年度の事業報告において開示した役員退職慰労引当金の繰入額が含まれております。当事業年
度末における役員退職慰労金打切り支給予定額の残高は、取締役３名に対し17,756千円となってお
ります。

５. 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「イ. 役員報酬等の内容の決定に関
する方針等」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は「２.（1）⑤ 当事業年度中
に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。

６. 取締役会は、取締役の個別の報酬額については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、基
本的な枠組みを決議するとともに、その枠組みの範囲内で決定することを代表取締役社長景山洋二氏
に委任し、経営成績、各取締役の役割や職責に応じた貢献度等を考慮して決定しております。委任し
た理由は、当社全体の業績等を俯瞰し、個々の取締役の評価を行うには代表取締役社長景山洋二氏が
適していると判断したためであります。

ハ. 当事業年度に支払った役員退職慰労金
該当事項はありません。
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氏名 地位 出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

吉　田　安　幸 社外取締役

当事業年度に開催された取締役会12回の全てに出席いたしました。
旭化成株式会社で取締役、顧問を務め、医療機器業界にも精通してお
り、豊富な経験と幅広い見識から、取締役会において、当該視点から積
極的に意見を述べており、特に当社の経営課題等について専門的な立場
から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの適切な役割を果たしております。

大　瀧　敦　子 社外取締役

当事業年度に開催された取締役会12回の全てに出席いたしました。
弁護士としての専門的知識、豊富な経験と幅広い見識から、取締役会に
おいて、当該視点から積極的に意見を述べており、特に当社の経営課題
等について専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当
性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

大　島　秀　二 社外監査役

当事業年度に開催された取締役会12回のうち11回、また監査役会13回
のうち12回に出席いたしました。
公認会計士・税理士としての専門的見地から、取締役会において、経営
の監視や適切な助言を行っております。また、監査役会において、当社
のコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っておりま
す。

吉　田　福　一 社外監査役

当事業年度に開催された取締役会12回の全てに、また監査役会13回の
全てに出席いたしました。
税理士としての専門的見地から、取締役会において、経営の監視や適切
な助言を行っております。また、監査役会において、当社のコンプライ
アンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。

⑥ 社外役員に関する事項
イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役吉田安幸氏は、当社の株主ではありますが、当社と人的関係、重要な取引関係そ
の他の利害関係はありません。また同氏は、他の法人等の重要な兼職はありません。

取締役大瀧敦子氏は、石本哲敏法律事務所に所属し、また、株式会社JMホールディン
グスの社外取締役、ナラサキ産業株式会社の社外監査役でありますが、当社と兼務先との
間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

監査役大島秀二氏は、大島秀二公認会計士事務所の代表及び株式会社協和コンサルタン
ツの社外取締役でありますが、当社と兼務先との間には人的関係、資本的関係又は重要な
取引関係その他の利害関係はありません。

監査役吉田福一氏は、当社と人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関
係はありません。また同氏は、他の法人等の重要な兼職はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況
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会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 33,600千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 33,600千円

⑷ 会計監査人の状況
① 名称　　　EY新日本有限責任監査法人

② 会計監査人に対する報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が
適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判
断をいたしました。

③ 非監査業務の内容
該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる

場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選
定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と
解任の理由を報告いたします。

⑸ 業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

１. 当社及び子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制
①　当社及び子会社の取締役及び使用人は、公正で高い倫理観・価値観に基づいて行動し、広く
社会に貢献することが求められる。代表取締役は、常に、この精神を当社グループの取締役及
び使用人に伝達し、法令遵守及び適正な職務執行を徹底する。
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会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制

②　代表取締役は、コンプライアンス統括責任者として、管理部門担当取締役を選任し、コンプ
ライアンス体制の構築、維持、整備を行う。
③　内部監査部門は、コンプライアンス体制、法令及び定款上への適合性を確認し、代表取締役
及び担当取締役に報告する。取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の
把握と改善に努める。
④　また、使用人が法令又は定款上疑義のある行為等を認知し、それを告発しても、当該使用人
に不利益な扱いを行わない旨等を規定する「公益通報者の取扱に関する規程」に基づき運営を
行う。

２. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制及び子会社の取締役等
の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
①　株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか重要な職務執行に係る情報が記載され
た文書（電磁的記録を含む。）は、法令及び文書管理規程等の社内規程に基づき、適切に作
成・保存・管理する。
②　当社の取締役及び監査役は、常時、前項の文書等を閲覧できるものとする。
③　「関係会社管理規程」に基づき、子会社の取締役等は、子会社における法定の議事録の写し
等の文書を当社に提出することにより、子会社の取締役等の職務執行に係る事項を報告する。
また、当該資料については、当社の取締役・監査役が常時閲覧することができるものとする。

３. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　「リスク管理規程」に準拠したリスク管理体制の整備を進め、当社を取り巻くリスクを特定
した上で適切なリスク対応を図る。
②　「リスク管理委員会」を社内に設置し、定期的に当社グループが抱える諸リスクの管理につ
いて、把握、分析、評価した上で見直し、対応を検討するものとする。
③　当社グループの取扱う製品については、別途、原則月１回開催する「部長会」にて、製品の
安全性の確保、品質の向上について検討・見直しを行う。
④　また、不測の緊急事態が生じた場合には、代表取締役下の対策本部を設置し、迅速に損害の
拡大を防止する体制を整える。

４. 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会
を月１回開催するほか、適宜、臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項について審議、
議決及び取締役の業務執行状況の監督を行う。また、子会社についても取締役会を月１回開催
するほか、適宜、臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項について審議、議決及び取締
役の業務執行状況の監督を行う。

－ 21 －



2025/05/27 19:22:37 / 24181301_メディキット株式会社_招集通知_電子提供措置用

会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制

②　取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程にお
いて、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定める。
③　年度事業計画を立案し、全社的な目標を設定するものとする。また、経営の意思決定の迅速
化を図る為、代表取締役、担当役員等で構成する「経営会議」を開催し、経営に関する重要事
項の審議、及び業務執行状況を確認する。

５. 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①　「関係会社管理規程」に基づき、子会社管理の所管部門の統括の下、子会社に対する適切な
管理を行い、当社及び子会社における内部統制の実効性を高める施策を実施する。
②　また、子会社に対しては、定期的に監査を実施するとともに、当社監査役と子会社監査役が
意見交換を行い、業務の適正を確保する体制を整備する。

６. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の取締役
からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、管理部門担当取締役は監査
役と協議の上、合理的な範囲で業務補助のためのスタッフを置くことができるものとする。
②　同使用人の任命、異動等の人事権に係る事項の決定については、常勤監査役の同意を得た上
で決定することとし、取締役からの独立性を確保するものとする。
③　監査役の職務を補助する使用人は、その職務にあたっては、監査役の指示にのみ従うものと
する。

７. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び
その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①　当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社グループの業務又は業績に与える重要な事項に
ついて、監査役に速やかに報告するものとする。前記に関わらず、監査役は必要に応じて、当
社及び子会社の取締役及び使用人に対して報告を求める事ができることとする。
②　監査役は、代表取締役、内部監査室、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換を行い、連携し
て当社グループの監査の実効性を確保するものとする。
③　監査役に報告した者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこととす
る。

８. 監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用又は債務の処理等所要の請求を受けたときは、監査役の職務の執行に明らか
に必要ないと認められる場合を除き、その費用を負担する。
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９. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
①　当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力排除に向け、企業行動
憲章において、反社会的勢力とは断固として対決する旨を定める。
②　反社会的勢力における不当要求が発生した場合の対応部署は、総務部が中心となり組織的に
対応するものとする。総務部長を不当要求防止責任者に選任し、反社会的勢力に関する情報を
集約し、一元的に管理する体制とする。
③　反社会的勢力による不当要求に備えて、平素より、所轄警察署、弁護士等の外部専門機関と
連携し、情報収集や協力体制の構築に努めるものとする。

⑹ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであり
ます。
① 取締役の職務執行について
当事業年度は、取締役会を12回開催し、法令や定款に定める事項、業務執行に関する重要

事項を協議・決定するとともに取締役および従業員の職務執行の監督を行いました。
② 監査役の職務の執行について
当事業年度は、監査役会を13回開催し、社外監査役を含む監査役は、監査に関する重要な
報告を受け、協議、決議を行っております。また、常勤監査役は取締役会やその他の重要な会
議へ出席し、代表取締役、内部監査室、会計監査人との間で定期的に情報交換を行うことで、
取締役の職務執行の監査、内部統制の整備ならびに運用状況を確認しております。
③ リスク管理体制について
当事業年度は、リスク管理委員会を毎月開催し、リスクの把握と対策を検討し、活動内容を
定期的に取締役会に報告しております。
④ 内部監査について
内部監査室が作成した内部監査計画に基づき、当社グループの内部監査を実施いたしまし

た。
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連結貸借対照表、連結損益計算書

（2025年 3 月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 及 び 純 資 産 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ【流 動 資 産】
現 金 及 び 預 金
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
金 銭 の 信 託
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

Ⅱ【固 定 資 産】
１（有 形 固 定 資 産）

建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定

２（無 形 固 定 資 産）
の れ ん
そ の 他

３（投資その他の資産）
投 資 有 価 証 券
退 職 給 付 に 係 る 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

33,243,669
21,559,317

73,121
4,987,042
1,500,000
1,451,934
1,706,436
1,408,999

558,367
△1,550

19,227,143
14,447,940
6,058,603
3,281,514
1,558,698
2,397,962
1,151,161
3,283,057
2,120,211
1,162,845
1,496,145

778,786
297,726
259,646
160,735

△750　

Ⅰ【流 動 負 債】 6,159,498

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 3,469,022

未 払 法 人 税 等 866,938

賞 与 引 当 金 423,043

そ の 他 1,400,495

Ⅱ【固 定 負 債】 1,155,292

資 産 除 去 債 務 25,260

繰 延 税 金 負 債 340,392

そ の 他 789,639

負 債 合 計 7,314,791

Ⅰ【株 主 資 本】 44,415,748

資 本 金 1,241,250

資 本 剰 余 金 8,378,585

利 益 剰 余 金 37,340,916

自 己 株 式 △2,545,002

Ⅱ【その他の包括利益累計額】 740,272

その他有価証券評価差額金 196,661

為 替 換 算 調 整 勘 定 462,685

退職給付に係る調整累計額 80,925

純 資 産 合 計 45,156,021

資 産 合 計 52,470,812 負 債 純 資 産 合 計 52,470,812

連　結　貸　借　対　照　表
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連結貸借対照表、連結損益計算書

（2024年 4 月 1 日から）2025年 3 月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 22,553,238
売 上 原 価 13,885,011

売 上 総 利 益 8,668,226
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,181,432

営 業 利 益 4,486,793
営 業 外 収 益

受 取 利 息 15,449
受 取 配 当 金 16,949
為 替 差 益 23,354
受 取 地 代 家 賃 35,470
作 業 く ず 売 却 益 24,736
売 電 収 入 20,423
そ の 他 61,046 197,430

営 業 外 費 用
支 払 利 息 7,563
投 資 事 業 組 合 運 用 損 5,614
自 己 株 式 取 得 費 用 958
減 価 償 却 費 1,359
売 電 費 用 9,649
そ の 他 632 25,777
経 常 利 益 4,658,447

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 1,080
ゴ ル フ 会 員 権 売 却 益 1,062 2,143

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 834
減 損 損 失 55 890

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 4,659,700
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,556,535
法 人 税 等 調 整 額 89,621 1,646,156
当 期 純 利 益 3,013,544
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 3,013,544

連　結　損　益　計　算　書
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連結株主資本等変動計算書

（2024年 4 月 1 日から）2025年 3 月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

2 0 2 4 年 ４ 月 １ 日 残 高 1,241,250 8,432,768 39,826,236 △6,046,116 43,454,139
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,332,216 △1,332,216
親会社株主に帰属する当期純利益 3,013,544 3,013,544
自 己 株 式 の 取 得 △549,656 △549,656
自 己 株 式 の 処 分 13,632 27,050 40,682
自 己 株 式 の 消 却 △67,815 △3,955,904 4,023,720 －
連 結 範 囲 の 変 動 △210,743 △210,743
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) －

連結会計年度中の変動額合計 － △54,183 △2,485,320 3,501,113 961,609
2 0 2 5 年 ３ 月 3 1 日 残 高 1,241,250 8,378,585 37,340,916 △2,545,002 44,415,748

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産 合 計その他有価

証 券
評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に
係 る
調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

2 0 2 4 年 ４ 月 １ 日 残 高 200,334 309,737 164,326 674,398 44,128,537
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,332,216
親会社株主に帰属する当期純利益 3,013,544
自 己 株 式 の 取 得 △549,656
自 己 株 式 の 処 分 40,682
自 己 株 式 の 消 却 －
連 結 範 囲 の 変 動 △210,743
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) △3,672 152,947 △83,400 65,874 65,874

連結会計年度中の変動額合計 △3,672 152,947 △83,400 65,874 1,027,484
2 0 2 5 年 ３ 月 3 1 日 残 高 196,661 462,685 80,925 740,272 45,156,021

連結株主資本等変動計算書
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連結注記表

・連結子会社の数 4社
・連結子会社の名称 東郷メディキット㈱

Medikit Vietnam Co.,Ltd.
㈱Bolt Medical
Medikit Europe GmbH

・連結範囲の変更 Medikit Europe GmbHは、重要性が増したため、当連結会計年度よ
り連結子会社に含めております。

イ. 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）を採用しております。
ロ. その他有価証券

・市場価格のない株式等以外
　のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）を採用しております。

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商
品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）について
は、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算
書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法を採用しておりま
す。

ハ. 棚卸資産 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基
づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

連結注記表
１. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴ 連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち東郷メディキット㈱及び㈱Bolt Medicalの事業年度の末日は、連結決算日と一致してお

ります。
また、連結子会社のうちMedikit Vietnam Co.,Ltd.及びMedikit Europe GmbHの事業年度の末日は12

月31日であり、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結に必要な調整を行っております。

⑶ 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
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連結注記表

イ. 有形固定資産

建物及び構築物 ３年～50年
機械装置及び運搬具、工具、器具及び備品

 2 年～20年

当社及び国内連結子会社は定率法を、また、在外子会社は定額法を採
用しております。
ただし、当社及び国内連結子会社は、1998年４月１日以降に取得し
た建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得し
た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
主な耐用年数は、以下のとおりであります。

　ロ. 無形固定資産

ソフトウエア(自社利用分)  3 年～ 5 年
技術資産  10 年

定額法を採用しております。
主な償却年数は、以下のとおりであります。

　

イ. 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績
率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額の当連結会計年度負
担額を計上しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

③ 重要な引当金の計上基準

④　収益及び費用の計上基準
　　　当社グループは医療機器の開発・製造・販売を主な事業とし、これらの商品及び製品の販売については
　　商品及び製品の引渡時点において顧客が当該商品及び製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足される
　　と判断していることから、商品及び製品の引渡時点で収益を認識しております。ただし、国内の販売にお
　　いては、出荷時から顧客による検収時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識して
　　おります。また、収益は顧客との契約において約束された対価から値引き等を控除した金額で測定してお
　　ります。
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連結注記表

イ. 退職給付に係る会計処理の
方法

・退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末ま
での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっており
ます。

・数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、翌連結会計年度に一括して費用処理す
ることとしております。
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部
におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上
しております。

⑤ その他連結計算書類作成のための重要な事項

ロ. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。
なお、在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中

平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しておりま
す。

ハ. のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、12年間の均等償却を行っております。
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連結注記表

2.　会計方針の変更に関する注記

　（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022
年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
　従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等（以下、「法人税等」という。）について、法令に従い算
定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引
等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとし、その他の包括利益累計額に計
上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対
応する税額を損益に計上することといたしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資
本又はその他の包括利益に関連しており、かつ、株主資本又はその他の包括利益に対して課された法人税等の金
額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。
　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20
－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第28号2022年10月28日。）第65－２項(２)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当
該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
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連結注記表

3. 会計上の見積りに関する注記
　　（のれん及び技術資産の評価）
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　のれん　　　　　　　　　　　　　　　2,120,211千円
　その他の無形固定資産（技術資産）　　1,071,000千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　　①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

　株式会社Bolt Medical（以下、「Bolt社」という。）との企業結合取引により取得したのれんは、被取
得企業の今後の事業展開により期待される将来の超過収益力であり、取得価額と被取得企業の識別可能な
資産及び負債の企業結合日時点の時価との差額で計上しております。
　また、技術資産は、技術の優位性により生み出すことが期待される超過収益の現在価値として算定して
おります。
　当社グループでは、減損の兆候を把握するために、Bolt社の事業計画の達成状況を評価しております。
　なお、当連結会計年度においてのれん及び技術資産に減損の兆候はありません。

　　②当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
　識別可能な無形固定資産の評価は、経営者の判断を伴う主要な仮定により影響を受けます。
　のれんの金額の算定の基礎となる事業計画にはBolt社が販売中の製品による症例数の予想成長率や市場
シェア予測等の主要な仮定が含まれています。
　また、技術資産についてはこれに加えて、技術の優位性が主要な仮定となります。

　　③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　のれん及び技術資産の減損の判断については、その時点における経営環境や事業計画を考慮しておりま
すが、事業計画の前提となった主要な仮定に見直しが必要となった場合には、翌連結会計年度の連結計算
書類におけるのれん及び技術資産の評価に重要な影響を与える可能性があります。
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連結注記表

⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 19,347,690千円

建物及び構築物 34,352千円
機械装置及び運搬具 154,980千円
土地 50,000千円

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数
普 通 株 式 17,880,000株 －株 2,000,000株 15,880,000株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数
普 通 株 式 3,084,493株 193,700株 2,013,800株 1,264,393株

① 配当金支払額等
2024年６月26日開催の第41期定時株主総会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 665,797千円
・１株当たり配当額 45円
・基準日 2024年 3 月31日
・効力発生日 2024年 6 月27日

2024年11月11日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 666,418千円
・１株当たり配当額 45円
・基準日 2024年 9 月30日
・効力発生日 2024年 12月17日

4. 連結貸借対照表に関する注記

⑵ 圧縮記帳
圧縮記帳により次の金額を取得価額から控除しております。

5. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 発行済株式の総数に関する事項

（注）普通株式の発行済株式の株式数の減少2,000,000株は、自己株式の消却によるものです。

⑵ 自己株式の数に関する事項

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加193,700株は、市場買付による増加8,700株、東京証券取引
所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による増加185,000株によるものです｡

　　　２．普通株式の自己株式の株式数の減少2,013,800株は、自己株式の消却による減少2,000,000株と
譲渡制限付株式報酬としての処分による減少13,800株によるものです｡

⑶ 剰余金の配当に関する事項
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連結注記表

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2025年６月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案し

ております。
・配当金の総額 657,702千円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 45円
・基準日 2025年 3 月31日
・効力発生日 2025年 6 月27日

連結貸借対照表計上額(＊) 時価(＊) 差額
① 投資有価証券

その他有価証券 514,304 514,304 -

6. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については当社グループの資金運用規程に従い実施する方針であります。ま
た、資金調達については必要が生じた場合に実施を検討する方針であります。

デリバティブ取引は、期末日現在該当がありません。今後、必要が生じた場合に実施を検討する方針であ
ります。

営業債権である電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して
は、当社グループの与信管理規程に従い、主な取引先の信用状況を必要に応じ把握する体制としておりま
す。

投資有価証券である株式は、主に市場価格の変動リスクに晒されていますが、中長期的な保有の方針であ
り、定期的に時価を把握する体制としております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、当連結会計年度末においては全て１年内の支払期日であります。

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
2025年３月31日(当期の連結決算日)における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。
(単位：千円)

（注１）「現金及び預金」「電子記録債権」「売掛金」「金銭の信託」「支払手形及び買掛金」については、
現金であること、又は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を
省略しております。

（注２）市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額200,922千円）及び投資事業有限責任組合出資金（連
結貸借対照表計上額63,559千円）については、「①　投資有価証券　その他有価証券」には含めており
ません。
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連結注記表

区分 時価（千円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
　その他有価証券

株式 514,304 － － 514,304

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ
のレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
　　　　　　　   当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時
　　　　　　　　価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ
　ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価
　を分類しております。

①　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
　　当連結会計年度（2025年3月31日）

②　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
　該当事項はありません。

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
　　　投資有価証券
　　　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されている
　　　ため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
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連結注記表

医療機器
主要な財又はサービスのライン
　人工透析類 7,981,199
　静脈留置針類 7,412,787
　インターベンション類 7,148,238
　その他 11,012
顧客との契約から生じる収益 22,553,238
外部顧客への売上高 22,553,238

7．収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
　  主要な顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　当社グループは医療機器の開発・製造・販売を主な事業としております。
　これらの商品及び製品の販売については、商品及び製品の引渡時点において顧客が当該商品及
び製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、商品及び製品の
引渡時点で収益を認識しております。
　ただし、国内の販売においては、出荷時から顧客による検収時までの期間が通常の期間である
場合には、出荷時に収益を認識しております。また、収益は顧客との契約において約束された対
価から返品、値引き及び割戻し等を控除した金額で測定しております。
　商品及び製品の販売における一部の取引高リベート及び目標達成リベートについては、変動対
価に関する不確実性がその後に解消される際に、認識した収益の累計額の著しい減額が発生しな
い可能性が高い範囲でのみ、取引価格に反映しております。
　取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれており
ません。
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連結注記表

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 5,288,526

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 5,060,164

契約負債（期首残高） 153,490

契約負債（期末残高） 16,490

⑴ １株当たり純資産額 3,089円58銭
⑵ １株当たり当期純利益 204円55銭

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
　①契約負債の残高等

　契約負債は主に、商品及び製品の引渡前に顧客から受け取った対価であり、連結貸借対照表
上、流動負債のその他に含まれております。
　顧客との契約から生じた債権及び契約負債は以下のとおりであります。

（単位：千円）

　契約負債は、主に、商品及び製品の引渡前に顧客から受け取った対価であり、引渡時に収益を
認識する顧客との販売契約について、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するもの
であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債に含まれていた額は、
153,490千円であります。また、当連結会計年度において、契約負債が136,999千円減少した主
な理由は、顧客から受け取った前受金の減少であります。

②残存履行義務に配分した取引価格
　当社及び連結子会社では、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引はないことか
ら、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、注記を省略して
おります。

8.１株当たり情報に関する注記
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貸借対照表

（2025年 3 月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 及 び 純 資 産 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ【流 動 資 産】
現 金 及 び 預 金
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
金 銭 の 信 託
商 品 及 び 製 品
前 払 費 用
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

Ⅱ【固 定 資 産】
１（有 形 固 定 資 産）

建 物
構 築 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地

２（無 形 固 定 資 産）
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

３（投資その他の資産）
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
差 入 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他　

13,579,223
6,251,143

73,121
5,088,105
1,500,000

628,437
38,476

138
1,349

△1,549
14,935,612
1,367,049

238,938
64

561,843
566,203
47,804
28,775
19,028

13,520,759
303,777

12,771,826
20

340,000
39,585
45,795
19,754　

Ⅰ【流 動 負 債】 2,615,420
買 掛 金 1,684,630
未 払 金 61,111
未 払 費 用 148,733
未 払 法 人 税 等 502,609
前 受 金 16,627
預 り 金 7,662
賞 与 引 当 金 150,926
そ の 他 43,119

Ⅱ【固 定 負 債】 778,875
退 職 給 付 引 当 金 1,318
長 期 未 払 金 17,756
長 期 預 り 金 759,801

負 債 合 計 3,394,296
Ⅰ【株 主 資 本】 25,003,143
１（資 本 金） 1,241,250
２（資 本 剰 余 金） 8,378,585

資 本 準 備 金 8,378,585
３（利 益 剰 余 金） 17,928,310

利 益 準 備 金 45,375
そ の 他 利 益 剰 余 金 17,882,935

別 途 積 立 金 16,400,000
繰 越 利 益 剰 余 金 1,482,935

４（自 己 株 式） △2,545,002
Ⅱ【評 価 ・ 換 算 差 額 等】 117,396

その他有価証券評価差額金 117,396
純 資 産 合 計 25,120,539

資 産 合 計 28,514,836 負 債 純 資 産 合 計 28,514,836

貸　借　対　照　表
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損益計算書

（2024年 4 月 1 日から）2025年 3 月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 22,357,553
売 上 原 価 17,460,438

売 上 総 利 益 4,897,115
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,996,983

営 業 利 益 1,900,131
営 業 外 収 益

受 取 利 息 6,494
受 取 配 当 金 1,502,203
受 取 地 代 家 賃 29,707
受 取 事 務 手 数 料 6,545
雑 収 入 10,148 1,555,098

営 業 外 費 用
支 払 利 息 7,563
投 資 事 業 組 合 運 用 損 5,614
自 己 株 式 取 得 費 用 958
為 替 差 損 1,791 15,927
経 常 利 益 3,439,302

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 1,067
ゴ ル フ 会 員 権 売 却 益 397 1,465

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 0 0

税 引 前 当 期 純 利 益 3,440,767
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 632,830
法 人 税 等 調 整 額 20,966 653,797
当 期 純 利 益 2,786,969

損　益　計　算　書
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株主資本等変動計算書

（2024年 4 月 1 日から）2025年 3 月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計

利 益
準 備 金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

2024年４月１日残高 1,241,250 8,378,585 54,183 8,432,768 45,375 15,200,000 5,184,087 20,429,462
事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,332,216 △1,332,216
当 期 純 利 益 2,786,969 2,786,969
別 途 積 立 金 の 積 立 1,200,000 △1,200,000 －
自 己 株 式 の 取 得 －
自 己 株 式 の 処 分 13,632 13,632 －
自 己 株 式 の 消 却 △67,815 △67,815 △3,955,904 △3,955,904
株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － △54,183 △54,183 － 1,200,000 △3,701,151 △2,501,151
2025年３月31日残高 1,241,250 8,378,585 － 8,378,585 45,375 16,400,000 1,482,935 17,928,310

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

自己株式 株 主 資 本 合 計 その他有価証券評価
差 額 金 評価・換算差額等合計

2024年４月１日残高 △6,046,116 24,057,364 143,957 143,957 24,201,322
事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,332,216 △1,332,216
当 期 純 利 益 2,786,969 2,786,969
別 途 積 立 金 の 積 立 － －
自 己 株 式 の 取 得 △549,656 △549,656 △549,656
自 己 株 式 の 処 分 27,050 40,682 40,682
自 己 株 式 の 消 却 4,023,720 － －
株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額) △26,561 △26,561 △26,561

事業年度中の変動額合計 3,501,113 945,778 △26,561 △26,561 919,217
2025年３月31日残高 △2,545,002 25,003,143 117,396 117,396 25,120,539

株主資本等変動計算書
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個別注記表

① 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
② 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
③ その他有価証券

・市場価格のない株式等以外の
　もの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）を採用しております。

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商
品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）について
は、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算
書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法を採用しておりま
す。

④ 棚卸資産 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法により算定）を採用しております。

① 有形固定資産 定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物
については、定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建物、構築物：３年～50年
工具、器具及び備品：２年～15年

② 無形固定資産 定額法
主な償却年数は以下のとおりです。
ソフトウエア(自社利用分)：５年

① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績
率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額
を計上しております。

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 資産の評価基準及び評価方法

⑵ 固定資産の減価償却の方法

⑶ 引当金の計上基準
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個別注記表

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務
及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。
・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末まで
の期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっておりま
す。
・数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、翌事業年度に一括して費用処理する
こととしております。
・未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結貸借対
照表と異なります。

⑷ 収益及び費用の計上基準
　　　当社は医療機器の販売を主な事業とし、これらの商品及び製品の販売については商品及び製品の引渡時
　　点において顧客が当該商品及び製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることか
　　ら、商品及び製品の引渡時点で収益を認識しております。ただし、国内の販売においては、出荷時から顧
　　客による検収時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、収益
　　は顧客との契約において約束された対価から値引き等を控除した金額で測定しております。

⑸ その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。
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個別注記表

2.　会計方針の変更に関する注記

　（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022
年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
　従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等（以下、「法人税等」という。）について、法令に従い算
定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引
等に応じて、損益、株主資本及び評価・換算差額等に区分して計上することとし、評価・換算差額等に計上され
た法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する
税額を損益に計上することといたしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又は
評価・換算差額等に関連しており、かつ、株主資本又は評価・換算差額等に対して課された法人税等の金額を算
定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。
　法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な
取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。
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個別注記表

⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 574,952千円
⑵ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

金銭債権 479,409千円
金銭債務 1,489,868千円

3. 会計上の見積りに関する注記
（関係会社株式の評価）
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額
　　  関係会社株式　　　　　12,771,826千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　①当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法

　関係会社株式のうち、2022年12月26日付で取得した株式会社Bolt Medical（「以下Bolt社」と
いう。）の株式が3,373,190千円含まれております。
　Bolt社株式については、取得価額に超過収益力を反映しているため取得価額と超過収益力を反映
させた実質価額を比較し、減損の判定をしております。
　財政状態の悪化や、超過収益力の毀損等により実質価額が著しく低下する場合は相当の減損処理
を行います。

　②当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
　超過収益力はBolt社が販売中の製品における症例数の予想成長率や市場シェア予測、技術の優位
性等の経営者による主要な仮定が含まれています。

　③翌事業年度の計算書類に与える影響
　市場環境の変化や経済状況の変動により事業計画の見直しが必要となり、超過収益力が減少した
場合、当該株式の減損処理による損失が発生する可能性があります。

4. 貸借対照表に関する注記
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個別注記表

① 営業取引 売上高
仕入高

961,940千円
15,957,265千円

販売費及び一般管理費 164,156千円
② 営業取引以外の取引高 受取配当金 1,494,000千円

受取地代家賃 960千円
受取事務手数料 6,545千円
受取利息 3,066千円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数
普 通 株 式 3,084,493株 193,700株 2,013,800株 1,264,393株

5. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

6. 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

（注）1.自己株式の数の増加は、市場買付による増加8,700株、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引
（ToSTNeT-3）による増加185,000株によるものです｡

　　　2.自己株式の数の減少は、自己株式の消却による減少2,000,000株と譲渡制限付株式報酬としての
処分による減少13,800株によるものです｡
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未払事業税 23,701千円
賞与引当金 46,213千円
長期未払金 5,596千円
退職給付引当金 415千円
会員権評価損否認額 10,122千円
投資有価証券評価損否認額 20,888千円
その他 36,479千円
繰延税金資産小計 143,417千円
評価性引当額 △47,916千円
繰延税金資産合計 95,501千円

その他有価証券評価差額金 49,706千円
繰延税金負債合計 49,706千円
繰延税金資産の純額 45,795千円

(単位：％)
法定実効税率 30.62
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.09
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △13.31
住民税均等割 0.73
その他 0.87
税効果会計適用後の法人税等の負担率 19.00

7. 税効果会計に関する注記
⑴ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産

繰延税金負債

⑵ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳

⑶　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに
伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりまし
た。
　これに伴い、2026年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及
び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62％から31.52％に変更し計算しております。
　この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は929千円減少
し、法人税等調整額が490千円、その他有価証券評価差額金が1,419千円、それぞれ減少しております。
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属 性 会 社 等 の 名 称
又 は 氏 名

議 決 権 等
の所有(被
所有)割合
（ ％ ）

関連当事者との
関 係

取引の内容 取 引 金 額
（ 千 円 ） 科 目 期 末 残 高

（ 千 円 ）役 員
の 兼
任 等

事 業 上
の 関 係

役員 景 山 　 洋 二 （被所有）
直接 0.17 － 当社代表

取締役社長

金 銭 報 酬
債 権 の
現 物 出 資
（  注  ）

11,792 － －

属 性 会 社 等 の 名 称
議 決 権 等
の所有(被
所有)割合
（ ％ ）

関連当事者との
関 係

取引の内容 取 引 金 額
（ 千 円 ） 科 目 期 末 残 高

（ 千 円 ）役 員
の 兼
任 等

事 業 上
の 関 係

子会社 東郷メディキット
株 式 会 社 100.0 ２人 商品の仕入

医 療 機 器
の 仕 入
( 注 ) １

15,922,265 買掛金 1,488,365

子会社 株 式 会 社
B o l t  M e d i c a l 100.0 ２人 資金の貸付

資 金 の
貸 付
( 注 ) ２

340,000 長期
貸付金 340,000

⑴ １株当たり純資産額 1,718円75銭
⑵ １株当たり当期純利益 189円18銭

8. 関連当事者との取引に関する注記
(1) 役員及び個人主要株主等

（注）譲渡制限付株式報酬制度に伴う、金銭報酬債権の現物出資であります。

(2) 子会社及び関連会社等

（注）１．商品の仕入れについては、市場価格と当該会社の製造原価等を勘案し、双方協議の上決定しておりま
す。

　　　２．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

9．収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表　７.収益認識
に関する注記」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

10. １株当たり情報に関する注記
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連結計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 奥 見 正 浩
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 田 里 織

独立監査人の監査報告書
2025年５月14日

メディキット株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、メディキット株式会社の2024年4月1日から

2025年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、メディキット株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産
及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬󠄁による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬󠄁による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬󠄁により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬󠄁による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査
に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。
以　上
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計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 奥 見 正 浩
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 田 里 織

独立監査人の監査報告書
2025年５月14日

メディキット株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所

　
監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、メディキット株式会社の2024年４月１

日から2025年３月31日までの第42期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行
った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬󠄁による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬󠄁による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬󠄁により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬󠄁による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
当監査役会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第42期事業年度の取締役の職務の執行に関し

て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上､本監査報告書を作成し､以下のとおり報告いたします｡
１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を
受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産
の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報
の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施
行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整
備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につ
いて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる
事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨
の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２. 監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま

す。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ

ん。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また､当該内部統制システム

に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても､指摘すべき事項は認められません｡
⑵ 計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年５月14日
メディキット株式会社　監査役会

常 勤 監 査 役 金 子 尚 道 ㊞
社 外 監 査 役 大 島 秀 二 ㊞
社 外 監 査 役 吉 田 福 一 ㊞　

監査役会の監査報告

以　上
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剰余金処分の件

株主総会参考書類

第1号議案　剰余金処分の件
剰余金処分につきましては、株主の皆様へ安定的な配当の維持に努めるとともに、当事業年度の業
績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして以下のとおり当期の期末配当をさせていただきたい
と存じます。
期末配当に関する事項
（１）配当財産の種類
　　　金銭といたします。
（２）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　　　当社普通株式１株につき金45円といたしたいと存じます。
　　　なお、この場合の配当総額は657,702,315円となります。
　　　これにより、中間配当を含めた通期の配当金は、１株につき90円となります。
（３）剰余金の配当が効力を生じる日
　　　2025年６月27日といたしたいと存じます。
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取締役選任の件

候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（ 生 　 年 　 月 　 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況 ）

所有する当社の
株 式 数

１
かげ

景
 

　
やま

山
 

　
よう

洋
 

　
じ

二
(1960年10月９日)

    1986年    5 月 当社入社
    2007年    4 月 執行役員東日本営業部長
    2008年    4 月 執行役員営業部長西日本担当
    2009年    6 月 取締役営業部長西日本担当就任
    2010年    6 月 常務取締役営業部長西日本担当就任
    2012年    4 月 常務取締役営業部長東日本担当就任
    2015年    8 月 常務取締役営業部長東日本担当海外事業

部担当
    2020年    4 月 常務取締役営業部長東日本担当海外事業

部担当OAS事業部担当
    2021年    6 月 代表取締役社長就任（現任）

25,400株

２
なか

中
 

　
じま

島
 

　
 

　
 

　
たかし

崇
(1970年２月14日)

    1995年    4 月 当社入社
    2007年    6 月 東郷メディキット株式会社取締役就任
    2010年    4 月 経営企画室担当部長
    2010年    6 月 取締役就任
    2013年    6 月 東郷メディキット株式会社代表取締役社

長就任（現任）
    2013年    6 月 経営企画担当
    2019年    6 月 専務取締役就任
    2020年    6 月 専務取締役管理部門担当就任
    2021年    6 月 取締役副社長管理部門担当就任（現任）

847,200株

３
なか

中
 

　
じま

島
 

　
ふみ

史
 

　
ひろ

博
(1963年９月18日)

    1987年    4 月 朝日生命保険相互会社入社
    2002年    12月 東京海上火災保険株式会社（現東京海上

日動火災保険株式会社）入社
    2017年    7 月 当社入社

執行役員経営企画室担当部長
    2019年    6 月 取締役経営企画担当就任（現任）

4,900株

第２号議案 取締役6名選任の件
取締役6名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となり、うち堀之内広氏は退任となります。

つきましては、新任を含む取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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取締役選任の件

候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（ 生 　 年 　 月 　 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況 ）

所有する当社の
株 式 数

4
よし

吉
 

　
だ

田
 

　
やす

安
 

　
ゆき

幸
(1948年２月14日)

    1971年    4 月 旭化成工業株式会社（現旭化成株式会
社）入社

    2010年    4 月 旭化成株式会社　執行役員
    2011年    4 月 旭化成株式会社　専務執行役員
    2011年    6 月 旭化成株式会社　取締役
    2013年    6 月 旭化成株式会社　顧問
    2014年    6 月 旭化成株式会社　顧問退任
    2015年    6 月 当社取締役就任（現任）

400株

5
おお

大
 

　
たき

瀧
 

　
あつ

敦
 

　
こ

子
(1963年８月18日)

    1986年    4 月 等松・トウシュロス　コンサルティング
株式会社（現アビームコンサルティング
株式会社）入社

    1994年    4 月 弁護士登録
    1994年    4 月 小野孝男法律事務所（現弁護士法人小野

総合法律事務所）入所
    2004年    1 月 石本哲敏法律事務所にパートナー弁護士

として入所（現任）
    2009年    4 月 明治大学法科大学院法務研究科特任准教

授
    2012年    4 月 明治大学法科大学院法務研究科特任教授
    2016年    2 月 株式会社ジャパンミート（現株式会社JM

ホールディングス）社外取締役（現任）
    2020年    6 月 ナラサキ産業株式会社社外監査役（現

任）
    2021年    6 月 当社取締役就任（現任）

－

6
いり

入
 

　
え

江
 

　
とし

敏
 

　
ゆき

之
(1960年2月17日)

    1984年    4 月 航空自衛隊医官候補生
    1984年    7 月 防衛医科大学校病院・自衛隊中央病院研

修医
    1991年    10月 防衛医科大学校医学研究科（大学院相

当）放射線医学科 専攻医
    1998年    4 月 筑波大学医学部放射線科 講師
    2003年    4 月 日立製作所日立総合病院放射線科主任医

長
    2016年    4 月 筑波大学附属病院水戸地域医療教育セン

ター・放射線科 教授

－

（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 吉田安幸氏及び大瀧敦子氏は社外取締役候補者であります。
３．入江敏之氏は、新任の社外取締役候補者であります。
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取締役選任の件

４．吉田安幸氏を社外取締役候補者とした理由は、旭化成株式会社で取締役、顧問を務め、医療機器業界
にも精通しており、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくためであります。

　　吉田安幸氏が社外取締役に選任された場合には、引き続き当社の経営課題等について専門的な立場か
ら監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていた
だくことを期待しております。

５．大瀧敦子氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士としての専門的知識、豊富な経験と幅広い見識
を当社の経営に活かしていただくためであります。

　　大瀧敦子氏が社外取締役に選任された場合には、引き続き当社の経営課題等について、弁護士として
の専門的知識と幅広い見識に基づき監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための適切な役割を果たしていただくことを期待しております。

６．入江敏之氏を社外取締役候補者とした理由は、医師免許を有することに加え、日本IVR学会専門医、
日本放射線学会放射線診断専門医を担うなど、医療業界のなかでも、当社中核業務において高い専門
的知識と見識を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行し当社の経営に活かしていただける
ものと判断したためであります。

　　入江敏之氏は直接会社の経営に関与された経験はありませんが、それらの専門的知識や見識を通じて
当社の経営課題等について監督・助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適
切な役割を果たしていただくことを期待しております。

７．吉田安幸氏及び大瀧敦子氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、両氏の社外取締役としての在
任期間は、本総会終結の時をもって吉田安幸氏が10年、大瀧敦子氏が4年となります。

８．当社は、吉田安幸氏及び大瀧敦子氏との間で会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第
423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の
限度額は、同法第425条第1項に規定する額を責任限度額としており、吉田安幸氏及び大瀧敦子氏の
再任が承認された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。また、入江敏之氏が選任さ
れた場合、当社は同氏との間で当該契約を締結する予定であります。

９．当社は、吉田安幸氏及び大瀧敦子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、
入江敏之氏についても、原案どおり選任された場合、同取引所の定めに基づく独立役員として指定
し、届け出る予定であります。

10. 当社は、会社法第430条の3第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して
おり、当該保険契約の内容の概要は、事業報告に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認され
ますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

　　また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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監査役選任の件

ふ り が な

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況 ）

所 有 す る
当 社 株 式 数

かね

金
 

　
こ

子
 

　
なお

尚
 

　
みち

道
(1955年４月29日)

    1981年    8 月 当社入社
    2005年    4 月 顧客サービス部部長就任
    2015年    4 月 マーケティング部留置針担当部長就任
    2017年    6 月 常勤監査役就任（現任）

8,000株

第３号議案　監査役１名選任の件
監査役金子尚道氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願

いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して

おり、当該保険契約の内容の概要は、事業報告に記載のとおりです。監査役候補者の選任が承認され
ますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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地図

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

定時株主総会会場ご案内図

東京都文京区湯島一丁目７番５号
東京ガーデンパレス　２階　高千穂の間
電話　03（3813）6211

御茶ノ水交番

東京ガーデンパレス

順天堂
医院

本郷通り

東京科学大学病院

湯島聖堂
神田川

聖
橋

神田明神

東京メトロ丸ノ内線
御茶ノ水駅

東京メトロ千代田線
新御茶ノ水駅

ＪＲ御茶ノ水駅

最寄駅
東京メトロ　丸ノ内線御茶ノ水駅より徒歩５分
東京メトロ　千代田線新御茶ノ水駅より徒歩５分
Ｊ　　　Ｒ　中央線・総武線御茶ノ水駅より徒歩５分

※ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。


